
個人情報ファイル簿 

  番号 １ 

個人情報ファイルの名称 農地機構転貸一覧 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 農業経営課農地マネジメント推進室  

個人情報ファイルの利用目的 

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律附則第５条及び第

10条に基づき、改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律第

19条の２の規定に基づく農用地利用集積計画の同意事務及び農地

中間管理事業の推進に関する法律第 18条第５項の規定に基づく、

農用地利用集積等促進計画の認可事務等に必要であるため 

記録項目 

１土地所有者の氏名、２契約者（相続人）の氏名、３契約者（相

続人）の住所、４地番、５地目、６面積、７貸借の期間（始期・

終期）、８賃借料、９借受者の氏名、10住所、11 借受者の属性、

12 農地の利用内容 

記録範囲 公益財団法人香川県農地機構を通して農用地の貸借等を行う者 

記録情報の収集方法 公益財団法人香川県農地機構から文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 農業経営課農地マネジメント推進室  

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

[ 名称 ] 総務部 知事公室広聴広報課県民室  

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 ２ 

個人情報ファイルの名称 農地法許可に関する事務 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 農業経営課農地マネジメント推進室  

個人情報ファイルの利用目的 

農地法第４条及び第５条に基づく転用許可及び許可後の事業計

画変更承認、許可申請の取下げ、許可処分の取消し事務等に必要

であるため 

記録項目 

１許可年月日、２諮問月、３番号、４区分１、５区分２、６４・

５条、７委員会名、８委員会コード、９譲渡人住所、10譲渡人氏

名、11 譲受人住所、12譲受人氏名、13 申請地、14 地番、15田、

16 畑、17 転用面積計、18 農地区分、19 転用目的、20 用途、21 施

設の概要、22 併用地面積、23 権利の種類、24有償・無償の別、

25 優良農地の許可判断の根拠、26 土地の区域区分、27都市計画

区分、28 工期、29受付年月日、30農振除外、31 一時転用、32 計

画変更日、33 取下・取消・承継日、34 許可証明日、35 工事完了

日、36 備考 

記録範囲 農地転用許可申請をした者 

記録情報の収集方法 各市町農業委員会から文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 農業経営課農地マネジメント推進室  

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

[ 名称 ] 総務部 知事公室広聴広報課県民室  

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 ３ 

個人情報ファイルの名称 担い手養成科の卒業に関する事務 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 農業大学校  

個人情報ファイルの利用目的 
香川県立農業大学校管理運営要綱 第４に定められた卒業証書

授与台帳として整備 

記録項目 １氏名、２生年月日、３入学年月日、４卒業年月日 

記録範囲 入学者 

記録情報の収集方法 文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 農業大学校  

[所在地] 仲多度郡琴平町榎井 34番地３ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 １ 

個人情報ファイルの名称 ため池データベースに係る事務ファイル 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 土地改良課  

個人情報ファイルの利用目的 
ため池の管理及び保全に関する法律第４条第４項に規定される

農業用ため池のデータベース整備に必要であるため 

記録項目 

１ため池の名称、２所有者氏名、３所有者住所、４所有者連絡先、

５管理者氏名、６管理者住所、７管理者連絡先、８その他ため池

に係る情報（施設詳細など） 

記録範囲 農業用ため池の所有者、管理者等 

記録情報の収集方法 文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 
香川県ホームページ上に公表 

（所有者、管理者が個人の場合は「自然人」と記載） 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 土地改良課  

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 １ 

個人情報ファイルの名称 グリーン・ツーリズムサポーター名簿 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 農村整備課  

個人情報ファイルの利用目的 
かがわのグリーン・ツーリズムの愛好者及び実践者を登録し、積

極的な参加を図ることで効果的な推進を目指す。 

記録項目 １氏名、２性別、３年齢、４住所・電話番号、５メールアドレス 

記録範囲 登録者 

記録情報の収集方法 文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 農村整備課  

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 １ 

個人情報ファイルの名称 水産流通適正化制度に係る事務 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 水産課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定第一種水産動植物の採捕事業者及び取扱事業者の届出等に

係る業務のため 

記録項目 

１届出：紙/eMAFF、２文書番号、３経営体 ID、４申請区分、５業

種、６制度、７手続、８申請年月日、９最新ステータス、10地域

レベル、11 地域名、12 法人番号、13 法人名/屋号、14 住所、15

代表者氏名、16 代表者性別、17電話番号、18 本人／代理人 、19

代理人氏名、20 事務所等住所以外の有無、21 事務所等所在地、

22 対象漁種、23 採捕権限_大臣許可、24 採捕権限_知事許可、25

採捕権限_漁業権漁、26 採捕権限_その他、27 譲渡し開始日、28

届出番号、29 認定日 

記録範囲 
特定第一種水産動植物の採捕事業者又は取扱事業者の届出を提

出した者 

記録情報の収集方法 Emaff（農林水産省共通申請サービス）又は文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 水産課 

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

[ 名称 ] 総務部 知事公室広聴広報課県民室  

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 ２ 

個人情報ファイルの名称 漁船登録に関する事務 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 水産課漁業調整室 

個人情報ファイルの利用目的 漁船法に基づく漁船の登録に必要なため 

記録項目 

１漁船登録番号、２船名、３根拠地、４所有者名、５所有者住所、

６使用者名、７使用者住所、８漁業種類、９検認基準日、10 次回

検認開始日、11 次回検認終了日、12 検認合格日、13 次回検認届

出期限、14 トン数表示、15 総トン数、16 船長、17 船幅、18 船

深、19 推進機関の種類、20 馬力数、21 馬力単位、22 船質、23 型

式、24電信型式、25電話型式、26 造船所、27造船所所在地、28

進水年月日、29 登録年月日、30 登録事由、31抹消年月日、32 抹

消事由、33 その他事項、34 原簿謄本発行日 

記録範囲 申請者、漁船使用者 

記録情報の収集方法 文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 日本漁船保険組合香川県支所 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 水産課漁業調整室 

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

[ 名称 ] 総務部 知事公室広聴広報課県民室  

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 ３ 

個人情報ファイルの名称 漁業許認可に関する事務 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 水産課漁業調整室 

個人情報ファイルの利用目的 漁業法、県漁業調整規則に基く漁業許認可に必要なため 

記録項目 

１漁業種類名称、２組合名称、３操業区域コード、４漁業許可登

録番号、５許可年月日、６有効期間開始、７有効期間終了、８廃

業年月日、９漁船登録番号、10 許可取得者氏名、11 住所、12 生

年月日、13 船名、14 トン数表示名、15総トン数、16 機関名称、

17 馬力表示名称、18 馬力数、19馬力単位名称 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 水産課漁業調整室 

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 ４ 

個人情報ファイルの名称 行政処分に関する事務 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 水産課漁業調整室 

個人情報ファイルの利用目的 
漁業関係法令違反者に対する行政処分を行うに当たって犯罪事

実の内容を公正に判断するため 

記録項目 

１違反者住所、２所属漁協、３氏名、４生年月日・年齢、５違反

条項及び状況、６違反日時、７違反場所、８検挙日時、９検挙場

所、10 犯罪供用船舶船種船名、11 漁船登録番号、12 総トン数、

13 機関の種類・馬力数、14 船舶所有者住所氏名、15 検挙機関、

16 引継（送致）先年月日、17 司法処分結果等、18 聴聞会開催年

月日、19出席者の有無等、20 行政処分決定年月日、21 処分犯数、

22 処分通知年月日、23船舶、24 停泊期間、25停泊港、26 停泊確

認年月日、27 確認者職氏名、28適用 

記録範囲 漁業関係法令違反被疑者 

記録情報の収集方法 本人及び捜査機関から文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 水産課漁業調整室 

[所在地] 高松市番町四丁目１番 10 号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ☑ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 ５ 

個人情報ファイルの名称 魚病診断に関する事務 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 水産試験場 

個人情報ファイルの利用目的 
養殖魚等に関する魚病診断結果を保存し、治療やまん延防止に資

するため 

記録項目 

○魚病発生調査表（問診票） 

１魚種名、２場所・組合、３業者名・検体持込者名・連絡先・名

前・電話番号、４調査日、５病名、６発生時期・異常検出日、７

病死魚出現日、８斃死魚数、９斃死状況・水温、10 その他の事項、

11 処置、12餌料種類、13 餌料入手先、14 飼育魚の年齢、15 飼育

魚の平均尾叉長又は全長、16 平均体重、17 飼育尾数、18 生簀網

（水槽）の大きさ、19深さ、20 生簀の種類、21 種苗入手先、22

種苗入手時の年齢・大きさ、23 種苗入手年月日 

○診断カルテ 

１検体魚の状況、２外部等の顕微鏡観察の状況、３写真・サンプ

ル等、４外部の肉眼観察の状況、５内部の肉眼観察の状況、６細

菌検査の状況、７薬剤感受性の状況、８その他の検査の状況、９

指導内容、10 以後の経過・治療効果等 

記録範囲 魚病診断を依頼した養殖業者等 

記録情報の収集方法 魚病診断を依頼した養殖業者等から文書及び口頭により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 水産試験場  

[所在地] 高松市屋島東町 75 番地５ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ☑ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 



個人情報ファイル簿 

  番号 ６ 

個人情報ファイルの名称 漁獲管理情報処理に関する事務 

行政機関等の名称 香川県知事 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

農政水産部 水産試験場 

個人情報ファイルの利用目的 
海洋生物資源の採捕の数量、漁獲努力量等の報告に関する規則に

基き、漁獲状況を迅速に把握するため 

記録項目 

○市場情報 

１取引日、２荷主名、３住所、４商品名、５個数、６総量、７単

価、８金額、９産地 

○指定期間漁協情報 

１地区、２漁業種類、３魚種、４銘柄、５隻日数、６漁獲量、７

金額 

記録範囲 対象市場への出荷者 

記録情報の収集方法 出荷者本人の所属する市場及び漁協から文書により収集 

要配慮個人情報の有無 含まない 

記録情報の経常的提供先 市場及び漁協 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

[ 名称 ] 農政水産部 水産試験場  

[所在地] 高松市屋島東町 75 番地５ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ☑ 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

[本人の数]  

[ 項目 ]  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

備考 － 

 

 


